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論文

人間社会環境研究第13号２００７．３ 21］ 

日本における音楽鑑賞教育の成立

一教育としての鑑賞と芸術の鑑賞一

人間文化環境論コース

西島千尋

EmergingProcessofEducationalMusicAppreciationinJapan：Ｆｒｏｍ 

AppreciationasEducationtoAppreciationofArt 

NISHIJIMAChihiro 
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ものであるべき－が加味され，「理念」のみに

よる教育史は疑問視されてこなかった。

本稿では「理念」の対譽概念である音楽教育「実

践」に必要不可欠な「曲目」に注目することで，

教えられる側の立場に－歩踏み込みたい。「曲目」

の選択も「理念」と無関係ではないが，必ずしも

｢理念」と「曲目」の選択が一致しているとは限

らない。「理念」は個々の教師によって様々に伝

えられるが，「曲目」は児童・生徒の受け取り方

はともかく，同じものが直接，児童・生徒に届く

ことになる。

序

音楽教育史は，それを行う側の「理念」を中心

として語られることが多い。本来であれば，教育

史は教える側と教えられる側の両方の立場から成

り立っているはずであるが，教育史を語るのは教

える側であるので，教える側の「理念」の変遷と

して語られることになる。さらに，芸術に関連す

る研究全体に見られる観念的側而の重視と物質的

側面の軽視，また教育に関する研究に見られる教

育の神聖視一教育は児童・生徒のための純粋な
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「音楽教育」には，教育手段としての音楽とい

う側面と，芸術としての音楽を伝えるというIHll面

が含まれるため，「曲目」を選ぶ際には，「教育」

と「芸術」のどちらを選ぶか，またどちらに比重

を置くかという問題がある。その選択基準には，

それぞれの時代の教育観，また文化・芸術に対す

る価値観や，物質的な状況など様々な要因がある。

本稿では音楽教育のなかでも，「鑑賞」に注目

するが，その理由はいくつかある。まず「鑑賞」

領域の存在が日本に特徴的であるということがあ

げられる。音楽教育は様々な国が行っているが，

｢鑑賞」を国家単位で義務化しているのは日本の

みである。また「鑑賞」の「''11月」には，他領域

である「歌唱」「器楽」「創作」と異なり，児童・

生徒に即した選曲とは別の，選曲する側つまり当

時の文部省・教育者自身の文化・芸術観が現れて

いる。そしてその際には「レコード産業」の影響

や関与を明確にすることが必要となる。レコード

産業は「曲目」だけではなく，「理念」にも大き

な影響を与えた。このような観点から本稿では，

日本において音楽鑑賞教育が始められてから定着

するまでを，音楽教育に関する法制上の転換点を

節目として，Ｉ大正期，Ⅱ昭和戦前期，Ⅲ昭和戦

後期と区分し，それぞれの「理念」「曲目」また

レコード産業の影響の変遷を追う。

力と批判眼との養成」である')。

そこで明記されているように，それまで｢鑑賞」

は「'１:'等教育以上の学校」において，つまり一定

年齢に達した者が「西洋クラシック音楽」に対す

る高度な理解を習得すること，であった。しかし，

洋楽レコードの輸入の本格化を契機に音楽教育関

係者も蓄音機・レコードに注目するようになり，

高度な理解ではない，子どもを対象とした｢教育」

としての「鑑賞」が考えられるようになる。

大正４年には青柳善吾が，「鑑賞的教授に就い

て」という論説で唱歌教授にのみ偏っていた当時

の音楽教育の状況を批判している2)。また，大正

５年に開催された第７回全国小学校唱歌教授担任

中等学校音楽科担任教員協議会と大正１０年に開催

された全国唱歌担任協議会において，教師の演奏

を子どもがきくという実践や，蓄音機やレコード

を使う実践が報告された3)。歌うだけではない音

楽教育の重要性は広まるが，「鑑賞」という用語

の使い方は統一されていない。それらの報告では，

｢音楽をきくこと」が，「鑑賞的教授に就いて」「聴

き方」「趣味を養成」｢美感の養成」「聴かせ方」「鑑

賞的取扱」「鑑賞教授」と様々に表されている。

そして大正13年に，青柳善吾が「錨賞教育を知

らなかった當時の人々を啓發した雨書の寄與は蓋

し莫大であった｣!)と述べる日本最初の音楽鑑賞教

育書が出版された。当時の先駆的な音楽教育者で

あった山本壽が『音樂の鑑賞教育』5)を，津田昌業

が『音樂鑑賞教育｣6)を執筆した。この両著が，そ

れまで様々に表現されていた「音楽をきく」こと

を「鑑賞」という言葉に収鮫したのである。次に

『音樂の鍛賞教育ｊ『音樂鑑賞教育』の「莫大」な

｢寄與」を具体的に検討し，この両著が日本では

どのような存在であるのかについて述べる。

Ｉ法制化以前

１。「鑑賞」の独立

「鑑賞」という言葉・概念・形式は，「音楽」と

いう言葉．概念もなかった日本にそれ以前から存

在していた用語ではない。「日本国語大辞典』に

よれば，現存する資料における日本で最初の「鑑

賞」という語の使用は1813年であるが，音楽界，

音楽教育界で「鑑賞」が一般的に使用されるよう

になるまでにはその後，かなりの時間がかかって

いる。音楽教育界において最初に「鑑賞」という

言葉が使用されたものとして確認できる音楽教育

界での研究は明治43年,東京音楽学校学友会誌『音

樂」に発表された牛lll充の「學校に於ける鑑賞

２．日本における『音樂の鑑賞教育』『音樂鑑賞

教育』

『音樂の鑑賞教育」「音樂鑑賞教育』はアメリカ

の大手レコード会社であるVictorTalkingMa-

chine社（以下，米ビクターと省略）の教育部が

1920年に,llll版した「MusicAppreciationfbrLitUe
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Children｣7ノ（以下|｢子どもの音楽鑑賞』と記す）に

大きく依存している。その事実については寺田貴

雄が研究論文「大正期の音楽鑑賞教育におけるア

メリカの音楽鑑賞教育書の影響｣8)において詳しく

検討しているので，ここではその対応関係を簡単

にまとめる。

’1'本の著書『音樂の鑑賞教育』は構成自体が｢子

どもの音楽鑑賞』と同様であり，山本にオリジナ

ルの部分を除けば，両著に対応する部分のほとん

どが八割以上共通している。また津田の著書「音

樂鑑賞教育』は『子どもの音楽鑑賞』とともにフ

ライバーガー箸『ListeningLessoninMusicjやＧ

３ホールの教育論にも依拠しているが，「子ど

もの音楽鑑賞』を引用している部分は「訳出」で

ある｡また山本は「子どもの音楽鑑賞』の理論的

側面を全休に摂取し，教材の選択と配列は日本の

教育に適する鑑賞教材を見出そうとする姿勢が感

じられる。一方，津田は『子どもの音楽鑑賞』の

理論的側面より教授方法や授業計画などの実践的

側面を中心に依拠している。

「子どもの音楽鑑賞』『音樂の鑑賞教育』「音樂

鑑賞教育』に最も特徴的であるのは，実践的であ

るということである。青柳は「雨書共に鑑賞教育

の理論の基礎づけに幾分手を省いて居る虚があ

り｣,)と述べているが，これは裏返して言えば実践

的であるということでもある。それまでの高度な

理解が求められる「鑑賞」ではなく，ある楽曲を

児童に聞かせる際に，どのような言葉かけをする

か，どのような質問を投げかけるか，といった実

践例を詳しく記述している。また使用するレコー

ドメーカー，レコード番号なども記載するなど，

蓄音器・レコードさえあれば即実践に結び付けら

れる内容であった。しかし青柳は「雨書共に（中

Ⅲ各）ビイクターのレコード名を陳列するに急であ

るかに見える｣皿)と述べる。先ほども述べたよう

に，この両著は『子どもの音楽鑑賞ｊの全訳では

なく，それぞれに特有の箇所があり，掲載レコー

ドに関しても山本は日蓄・日東・オリエントを，

また津田も日蓄・日東に加え東蓄．山光などを挙

げている。しかし青柳がそのように述べるほどに

｢ビクター」が多い。

音楽教育学者の供田武嘉津は「音楽鑑賞の教育

的意義が強調されるようになったのも２０世紀以降

である。その初期において，まだ蓄音器も乏しく

ilyL道に乗るまでには到らなかった｣u)と述べてお

り，音楽鑑賞教育の普及には蓄音機の存在が必要

不可欠であったことがわかる。「音楽をきく」こ

との重要性は認識されつつあったものの，実際に

何を使って，どのように児童・生徒にアプローチ

すればよいのか具体的なイメージがなければ実行

しにくい。そのような状況で，使用するレコード

番号や指導内容が詳しく記載された『音樂の鑑賞

教育』「音樂鑑賞教育』は「鑑賞」を「軌道」に

乗せた，権威的な著書である。しかし，その基と

なっている「子どもの音楽鑑賞』のアメリカでの

受け取られ方は必ずしも権威的なものとしてでは

なかった。

３・アメリカにおける『MusicAppreciationfor

LittIeChiIdrenj 

「子どもの音楽鑑賞』は米ビクター教育部が1920

年に出版したものである。同社は『子どもの音楽

鑑賞』出版以前の1913年に「WhatWeHearinMu-

sicjと『ANewGradedListofRecordsforHome，

KindergarteLandSchoolj（以下『家庭・幼稚園・

学校用レコードリスト』と記す）を，1915年に『A

NcwCoIrelationj（以下「新しい音楽鑑賞ｊと記

す)を，1923年に『MusicApprcciationwiththeVic-

trolaforChildrenj（以下「ビクトローラで行う子

どもの音楽鑑賞ｊと記す）を出版している。これ

ら一連の出版物とそれに伴う教育レコード販売の

影響は多大なものであったようだ。

アメリカにおいても当時の状況は日本と大差は

なく，19世紀中頃から「西洋クラシック音楽」研

究が行われてはいたが，それらは理論的な研究で

あり「理解」するという側面が強く，一定年齢に

達していない子どもたちにふさわしいものではな

い。当時はラジオ放送も開始されておらず，自動

ピアノが音楽の授業で使用されたという記録はあ

るが，蓄音機・レコードを用いることは普及して
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いなかった。そのような状況において，小学校の

教師であったクラークがビクターの蓄音機を用い

た実践を行い，その成果を全米に広めた。そのパ

イオニアとしての活動歴を持ったクラークが米ビ

クター教育部のディレクターとなったことで，子

ども向けのガイドブックを出版するようになる。

音楽教育界側でも，蓄音機・レコードの出現は

歓迎されたようであるが，レコード産業にとって

も音楽教育界は新たに開拓した「市場」として好

ましい存在であった。『子どもの音楽鑑賞』をは

じめ，米ビクター教育部出版のガイドブックは，

実践的な側面が教育現場では重宝されたのであろ

うが商業的な要素を否むことはできない。Ｊ，キ

ーンは『家庭・幼稚園。学校用レコードリスト』

を「単なるビクターレコードのカタログ」と述べ，

様々な音楽科以外の教科とビクターレコードを結

びつけた利用を提唱する|｢新しい音楽鑑賞』を|不

自然」であると批判し，『ピクトローラで行う子

どもの音楽鑑賞』に関してはその「ナショナリズ

ム」的性格を指摘している'2)。

これらの間に出版された『子どもの音楽鑑賞」

にもそのような特徴が見られる。『子どもの音楽

鑑賞』に記載されたビクターレコードは212枚で

あり（その他に「準備中」とされているものもあ

る)，それらのレコードは異なるトピックで繰り

返し使用することが推奨されている。例えば《At

theBrook》という楽曲は「DESCRIPTIVEAND

IMITATIVEMUSIC｣，「SUGGESTEDCORRELA-

TIONSOFPOETRYANDMUSIC｣，「NATURE

STUDY」というトピックにあげられており，さ

らに「SUGGESTEDLESSONSFORSECOND

GRADE」「LESSONBULDnJGKINDERGAR-

DEN｣，「THmDGRADEPRIMARYGRADE」に

も配置されている。また掲載曲にはアメリカのフ

ォークソングやダンス曲，アメリカ人作曲家によ

る楽曲も多く，「ナショナリズム」的な要素も見

られる。

また「音樂の鑑賞教育」『斉樂鑑賞教育』がそ

れぞれ360ページ，530ページで大きさは見開きで

Ａ４サイズであるのに対して「子どもの音楽鑑賞』

の現物は175ページと薄く，サイズも見開きでＡ

５と小さい。さらに巻末には「AGmdedListof

VictorRecordsfbrChildrcn」「TheVictrolainRural

Schools」など，無料配布のいわゆるフリーペー

パーの広告が掲載されているなど，教育害という

よりは「ガイドブック」という印象が強い。日本

では『音樂の鑑賞教育』『音樂鑑賞教育』は学校

教育向けの「教育書」として出版されているが，

『子どもの音楽鑑賞』は｢INTHEHOMEKINDER-

GARTEN,ANDPRmlARYscHooLs」が副題と

なっており，本来が「教育書」という意図を含ん

でいないようである。

日本では『音樂の鑑賞教育」『音樂鑑賞教育』は

日本初の音楽鑑賞教育書として権威的な印象が付

いて回るが，アメリカにおける「子どもの音楽鑑

賞』はそれと同様ではない。しかし，米ビクター

というアメリカのレコード会社が教育に乗り出し

たことは重要なことである。供田武嘉津はアメリ

カの音楽鑑賞教育について「ビクター（Victor）

が“教育用レコード”の普及に乗り出して以来，

加速度的に音楽鑑賞教育が活発になったといわれ

ている｣③と述べている。

『音樂鑑賞教育』の著者である津田は後に「ビ

クターのレコードが日本にたくさん入ってきたん

です。そのころ日本のレコードはまだだめなんで

す。どれもろくなものはない｣M)と語っている。

この発言から，津田にとってビクターレコードの

輸入が音楽鑑賞教育研究および実践の一つのきっ

かけであったことがわかる。この背景には，当時

関東で唯一ビクターの洋楽外国盤を輸入販売して

いた十字屋樂器店が，津田が児童にレコードを聴

かせるという実践を行っていることを知り，無料

でレコードを津田に渡していたという事実がある

また津田は著書『音樂鑑賞教育』を十字屋樂器店

から出版している。この十字屋樂器店と津田の関

係が端的に表しているように，レコード産業側は

市場を，音楽教育者は「鑑賞」実践のための「教

材」をそれぞれ求めていたのであり，その需要と

供給の一致が音楽教育において「鑑賞」という言

葉，概念，領域確立の基礎を築いたのである。供
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田が「(音楽鑑賞教育の）直接の引き金となった

のは，何といっても当時のわが国にみられた蓄音

機やレコードの著しい普及発展であった｣'5)と述

べるように，「直接の引き金」として，レコード

産業またレコード産業が提供する教材は音楽教育

界に芽生えた「鑑賞」への意識の具現化に不可欠

であった。

どもの音楽鑑賞』掲載曲はすでに確立しつつあっ

た「西洋クラシック音楽」の「正典」に対･するア

ンチテーゼとしての性格を含んでいた。米ビクタ

ー社教育部ディレクターのクラークは後に「教育

としての音楽は，楽しみのためではなく，エンタ

ーテイメントのためではなく，娯楽や教養のため

ではなく，芸術のためでさえなく，教育のための

みに存在する｣16)と述べている。

そのように選曲された楽曲にはありとあらゆる

ジャンルが含まれている。例えば，先にも引用し

たが｢NATURESTUDY」というトピックには《鳥

の声》という，曲ではなく実際の鳥の鳴き声を収

録したものなどがある。また童話，マザーグース

を題材にしたものも数曲ある。しかし特徴的であ

るのは，演奏者に「Militaryband」が多いことで

ある。『子どもの音楽鑑賞』では演奏者はほとん

ど記載されていないが，『音樂の鑑賞教育』の「レ

コード総目録」にはすべてのレコードの演奏者が

記載されている。両著のレコード番号が一致する

ものを見ると，ビクターレコードの演奏者の大部

分が「Militaryband」であることがわかる。

この背景にあるのは，当時のアメリカのエンタ

ーテイメント的なコンサートの普及である。南北

戦争において活躍していた軍楽隊が，戦後その活

躍の場を一般のコンサートホールもしくは酒場な

どに移し，大衆を相手にした娯楽としての音楽を

提供する集団に変わった。彼らはそのような場で､

かねてからのレパートリーであった行進曲や楽団

の指揮者が新たに大衆向けに作曲した曲,また｢西

洋クラシック音楽」のなかでも一般受けするよう

な「軽い」曲を選んで演奏していた。「軽く」な

い楽曲を演奏すると大衆から苦情が出たと言う。

『子どもの音楽鑑賞』に掲載されている楽曲はそ

のような曲を多く含んでいる。

先述のように「音樂の鑑賞教育』「音樂鑑賞教

育」の２冊にも『子どもの音楽鑑賞』に掲載され

た楽曲はほとんど掲載されている。彼らの自著へ

の楽｢'11の取り込み方を見ると，「子どもの音楽鑑

賞」に掲載されている楽曲に対しては特別な認識

がある様ではない。それは、どちらも『子どもの

４．『子どもの音楽鑑賞」と『音樂の鑑賞教育』「音

樂鑑賞教育』が残した楽曲

これまで述べてきたように，アメリカにおいて

も日本においても米ビクター教育部が音楽教育に

与えた影響は大きく，日本の音楽鑑賞教育にとっ

ての『子どもの音楽鑑賞』は特に重要な存在であ

る。しかし，それが最も長い間影響を与えたのは，

その理論や実践面においてではなく，戦後まで受

け継がれることとなる楽曲であろう。『音樂の鑑

賞教育』『音樂鑑賞教育』『子どもの音楽鑑賞』の

理論に共通点が多いように，楽曲に関してもビク

ターレコードの掲載曲はほとんど重複している。

そのような楽曲は，現在一般に「西洋クラシック

音楽」の「正典」であると考えられているような

選曲ではない。作曲者の名前をみても，現在では

名前が残っていないような作曲者が多い。またロ

ッシーニやヴェルディなど｢西洋クラシック音楽」

の代表的な作曲家の曲であっても，あげられてい

る楽曲は「クラシックではない」と批評されるほ

どの,｢西洋クラシック音楽｣の序列においては最

も低いとされているようなものがほとんどである。

先にも述べたが「子どもの音楽鑑賞」出版時に

はすでに「西洋クラシック音楽」研究はかなり行

われており例えばヘンデルやバッハ，ハイドン，

モーツァルトなど「西洋クラシック音楽」を代表

する作曲家一連への認識があった。『子どもの音

楽鑑賞』がそれらの研究とは交わらないような選

曲を行っているのは，そのような楽曲，つまり｢西

洋クラシック音楽」は「理解」の対象であり，幼

い子どもにふさわしいものではない，子どもでも

聞いて学ぶことが出来るような楽曲が必要である，

という考えに基づいているからである｡つまり｢子
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音楽鑑賞」のほぼ翻訳であるということからも伺

える。例えば『音樂鑑賞教育』には，アメリカの

童話マザーグースから《LittleJackHomer（幼き

ジヤツクホナー)》という曲をきかせる際の言葉

かけとして「きっと皆さんはこの人のことを知っ

ていますよ」とあるが，果たして日本の子どもは

｢皆」知っていただろうか。

また山本は，当時日本で使用されていた唱歌科

の教科書に掲載されている唱歌教材を一覧表にし，

それぞれの唱歌教材にふさわしい鑑賞教材を組み

込んでいるが，その組み合わせ方は「不自然」で

ある印象を否めない。例えば「力[|藤清正」という

唱歌教材と対応させる鑑賞教材としてあげている

のは「オールド・ブラック・ジョー｣，また「瀬

戸内海」という|唱歌教材と対応させる鑑賞教材は

｢ゴンドラ」など，とにかく既存のレコードの使

用を推進させようという積極性また貧欲さを感じ

る。当時の日本の音楽鑑賞教育はまだ始まったば

かりであり，「先進的」であるアメリカの蓄音機・

レコードを用いた鑑賞教育を吸収することが目標

であったのだろう。

また北村久雄は著書「音楽教育の新研究」にお

いて大正15年に「児童自身の経験に関係を持たな

い芸術史を学校でやることは直接有害｣，「知的準

備よりも，音楽的技能の熟達よりも，感受性の問

題が第一位」と述べている'7)。北村の言う「児童

自身の経験に関係を持たない芸術史」が「西洋ク

ラシック音楽」を指していることは容易に想像が

つく。また北村は「知的準備」よりも「感受性」

を重視している。これらのことから北村が「西洋

クラシック音楽」の高度な理解を伴うような「鑑

賞」ではなく，「児童自身の経験に関係を持つ」

｢感受性」を重視するような音楽鑑賞教育が求め

ていたことがわかる。北村のような考え方が当時

の音楽教育界に一般的な理解であったとすれば，

｢音樂の鑑賞教育』『音樂鑑賞教育」掲載曲が違和

感なく受け入れられたであろうことが推測できる。

このように米ビクター教育部の思惑またクラー

クの教育観によって選曲された楽1111が「子どもの

音楽鑑賞』を，そして『音樂の鍬賞教育ｊ「音樂

鑑賞教育ｊを主に経由し，現在一般に考えられる

ような「西洋クラシック音楽」とは別の性格を持

つ鑑賞教材として日本に取り込まれた。この過程

は単なる「洋楽受容」ではなく「アメリカのレコ

ード産業経由の受容」つまり「ヨーロッパの音

楽受容｣ではなく「ヨーロッパの音楽を含めた様々

な音楽を通しての教育を行おうとするアメリカの

レコード産業経由の音楽受容」である。これらの

楽曲は戦後の学習指導要領にも多用されることと

なるが，そのことについてはまた後で述べる。

Ⅱ法制化による明文化

１。国民学校令

昭和期において「鑑賞」は大正期の意識の高ま

り，実践の普及を経て，日本の音楽教育において

確固とした地位を築いていく。真篠将によれば，

｢蓄音機とレコードとを設備するところが多くな

った｣'8)のは大正末期であるし，供田武嘉津も「音

楽教育多様化の先駆けとして急速に台頭をみたの

は前記のように“音楽鑑賞教育”であった｣'9)と

している。昭１Ⅱ９年には草川宣雄が音楽鑑賞は音

楽教育全般の基礎となるもので，これをなくして

は児童に音楽を教えることは不可能であると主張

しているように20)，「鑑賞」が音楽教育において

定着していく様子が伺える。

そのような普及の過程を経て，昭和16年の国民

学校令で「鑑賞」は初めて法制上明文化される。

それまで「鑑賞」教育は「唱歌科」の一環として

行われていたが，「唱歌科」が「芸能科」の－領

域として「芸能科音楽」と改められ，その目的に

おいて「歌'111ヲ正シク歌唱シ音楽ヲ鑑賞スルノ能

ヲ養上国民的情操ヲ醇化スルモノトス」と示され

た。いわゆる「国定教科書」には鑑賞教材として

全71曲が掲載され，教科･書の発行と同時にそれら

のレコードも発売されていたため，音楽鑑賞指導

は実践可能な状況であった。以下ではどのような

経緯で「国定教科書」が整えられたのかを明らか

にする。
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２･日本コロムビア社と井上武士

大正期に音楽鑑賞教育をリードしたのはアメリ

カの米ビクター教育部であったが，昭和期以降は

日本コロムビアが力を持つ。日本コロムビア2mは

昭和２年に国産洋楽レコードの生産を日本で初め

て開始し，昭和３年には最も早く教育部を設置し

た。教育部設置当初は英語の教育レコード制作を

目的としていたが，その後に音楽教育レコードの

制作に着手する。

日本コロムビアは教育部設置以前にも教育用レ

コードは多く手がけており，先述の『音樂の鑑賞

教育』「音樂鑑賞教育』にも日本コロムビアのレ

コードが記載されている。それらの曲目を見ると

米ビクターとは異なり，日本の音楽教育状況に合

わせた楽曲を制作している。米ビクターが当時ア

メリカで活躍していたバンドの演奏を録音し，そ

れを子ども州ガイドブックにも掲載していたのに

対して，日本コロムビアは日本独自の子ども用教

材を意図していたようである。また日本コロムビ

アは早い時期から文部省また文部省関係者とコネ

クションがあったことから，「日本独自」の作成

は文部省22)の意向を反映してのことであったのか

も知れない。

日本コロムビアは<新訂尋常小学唱歌＞〈新訂

高等小学唱歌〉というレコードを発売しているが，

これは文部省（現文部科学省）発行の『新訂尋常

小学唱歌』『新訂高等小学唱歌」に即したもので

ある。また昭和５，６年には日本最初の全国的な

音楽教育研究会である「日本教育音楽協会」から

の依頼で，〈エホンシャウカ〉を生産した。また

その頃すでに時代の寵児であった山田耕搾を専属

に迎えてからは，小学生，中学生用の鑑賞レコー

ド制作に乗り出す。昭和７年には山田耕搾の著作，

｢児童のための音樂－童話風に書かれた名曲レコ

ードの鑑賞法一』も出版している。ちなみに山田

は東京音楽学校（現東京芸術大学）出身である。

その前身である音楽取調掛は文部省内に設置され

た組織であり，東京音楽学校もまた国立の機関で

ある。このように日本コロムビアは文部省や日本

教育音楽教会、東京音楽学校関係者など日本の音

楽教育界の中枢とつながりがあった。昭和14年に

は日本コロムビアの方から，井上武士と小出浩平

に編纂を依頼し，〈児童のための音楽鑑賞レコー

ド〉を制作した。この両者はともに当時の音楽教

育の先駆者的存在であったが，特に井上武士はこ

れ以降の音楽鑑賞教育に深く関わる人物であるの

で，ここで井上武士に注目したい。

井上武士の教職の始まりは小学校教員であり，

音楽教師の免許を取得したのは小学校勤務を経た

後であった。また国語教師としての資格もあり，

台湾総督府国語学校教諭としての経歴もある。大

正８年に帰国し，音楽教師としての経歴はその頃

に始まる。井上は《うみ》《チューリップ》など

の作曲者として著名であるが，その当時にはレコ

ードによる音楽鑑賞指導も行っていたという。

Ⅱ召和６年，「東京高等師範学校訓導」に当時音

楽教育の先駆者であった青柳善吾の後任として任

命された。この役職は当時の現場の教師としては

最も先進的な地位である。昭和８年には先述の文

部省発行「新訂尋常小学唱歌』「新訂高等小学唱

歌」の解説書としてそれぞれ「尋常小学唱歌教授

細目」「高等小学唱歌教授細目」を執筆している。

また昭和１０年，黒澤隆明との共著「小学校唱歌教

授資料集成第１～６学年年用'3)を出版してい

る。「唱歌教授」という書名ではあるが，実際は

｢唱歌」教材だけではなく「鑑賞」教材を綿密に

組み込んだ全六巻から成る指導書である。井上・

黒澤はその序において「本書を縦横に讃破利用せ

られるならば，今日の唱歌教育は諮然として打開

進展するであらう事を確信するものである」と記

しており，「遊戯」として曲に合わせた踊り方の

図解や，曲に応じた絵の板書の見本なども事細か

に記している｡また｢文部省新訂尋常小学唱歌｣｢エ

ホンシャウカ」などから教材を掲載するだけでな

く多くのレコードメーカー・レコード番号を記載

しており，レコードメーカーにはビクターやポリ

ドールとともにコロムビアが多く挙がっている。

しかし，上記のように実践的な内容を掲載しな

がらも，「西洋クラシック音楽」を「正統」とし，

最終|=|標であるとする根本的な姿勢が伺える。全
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六巻の「巻頭」と最後に掲載されている「音樂物

語」ではそれぞれ「西洋クラシック音楽」の代表

的な作曲家の説1ﾘ]とエピソードを紹介するために

かなりのページを割いているzD。このような井

上・黒澤の音楽教育観は，国民学校令や学習指導

要領に反映されていくこととなる。

唱歌教授資料集成第１～６学年年用」掲載Illlで

ある。このことから日本コロムビアに文部省から

渡された『｢１１定教科書」原稿本は井上と黒澤の共

著に依拠していることがわかる。井上が『国定教

科書』の編纂に特に学習指導の実際面において

中心的な役割を果たしていたことを考慮すれば当

然であるとも言える。

また『lFl定教科書』鑑賞教材は，山本が指摘す

るように軍事目的である楽111]は全休の17％であり，

それ以外の楽曲の配列は学年が進むにつれ，古典

派，ロマン派，日本音楽の順に，また声楽曲から

器楽曲に移行するという示し方がされている。こ

のような配列は井上・黒澤の『小学校唱歌教授資

料集成」においての配列と類似している。

しかし，井上や黒澤らはどのように楽曲に関す

る情報を得ていたのだろうか。当時は現在のよう

に，あらゆる楽曲，あらゆるジャンルに簡単に触

れられるわけではない。現在ほどにメディアは発

達しておらず，個人が入手できる音楽の種類・曲

目は限られている。ラジオ放送が大正14年に開始

されているが，「子供の時間」という幼児・小学

生を対象とした番組の選llil]について，井上は批判

的な意見を述べており27)，ラジオ放送のエンター

テイメント性を考えても井上をはじめとする音楽

教育者たちがそれに啓発されたという可能性は考

えられない。そのような背景を考えると，ソ1菖上や

黒澤，また小,lHiにとっての日本コロムビアは，津

田にとって音楽鑑賞教育研究及び実践のきっかけ

となった米ビクターのレコードのような存在であ

ったと言える。

３．「国定教科書』

早くから文部省また文部省関係者と関わりがあ

った日本コロムビアは，昭和16年に公布された国

民学校令の際の，「国定教科書』に掲載された音

楽鑑賞教材のレコード制作・発売の全てを行って

いる。

国民学校令が施行されるまで教科書の使用に規

制はなかったが，国民学校令が施行されたことで

教科書は文部省著作兼発行のいわゆる『国定教科

書』に限られることとなった。そのための編纂委

員が昭和15年に選出された。山本文茂の研究論文

｢芸能科音楽教材の特質｣25)によれば，選出された

編纂委員は７名であったが，「編纂委員の任命当

時の年齢，専門分野，著作物などを総合して推測

すればこの時期における短期間の集中的な編纂作

業の中心的役割を果たした」のは，小松耕輔，井

上武士，下総皖一の３人であったとされている。

木村信行の鑑賞教材レコードflill作に直接関わっ

た日本コロムビア社員である足羽章へのインタビ

ューによれば次のような経緯であったことがわか

る26)。日本コロムビアは昭和15年に下総から『国

定教科書』の原稿本を受け取る。それに基づき鑑

賞曲の時間や種類，枚数，演奏者などを考慮しレ

コード制作の立案を行い，演奏者に依頼をし，昭

和16年の教科書の発行と同時にレコードの発売を

行った。またレコードの企画に文部省関係者は関

与しなかった。

そのような経緯で完成された１１測定教科書」に

掲栽された楽曲は，先に挙げた井上・黒澤の共著

｢小学校唱歌教授資料集成第１～６学年年用｣に

掲載されたものが多い。「国定教科書」に掲載さ

れた鑑賞曲は全71[111であり，そのうち軍事目的で

あると認められるものを除けば，多くが「小学校

４。「｢国策のための手段』に堕ち」た芸能科音楽

国民学校令では「唱歌科」が「芸能科囑音楽」に

改められ，「唱歌」に加えて「鑑賞」「器楽」が盛

り込まれたが，依然として「'１月歌」教育が中心で

あった。「国定教科書」に掲載された楽曲から「必

修教材」が選}１１１されているが，その全48曲はすべ

て歌唱教材である。しかし，聴音訓練・聴覚訓練

は徹底して行われていたという。児童・生徒を，

｢鋭敏ﾌﾞｰﾙ聴覚」を身に付けた「国力」として青
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成することが目標とされていたからである。この

ように軍国主義色に染まった音楽教育を音楽教育

関係者は「子供たちを聴音兵器とする」「『国策の

ための手段』に堕ちることと」なった，「日本の

教育界にとって触れたくない過去」である「強制

と悪用の時期」であると激しく反省する2`)。

しかし，先ほどの日本コロムビア社所属の足羽

へのインタビュー記録から，国定教科書掲載曲鑑

賞レコードの最初のオーダーが８万枚あったこと

が確認できる。また鑑賞教材は，山本文茂も指摘

しているように，軍国主義的な楽曲は思いのほか

少ない。山本は「国定教科書」の指導書の楽曲解

説の分析から，「軍事目的」であると認められる

のは17％であり，半数以上の楽曲は鑑賞能力を高

める目的であると述べる。最初のオーダーの８万

枚が，「軍事目的」ではなく使用されていたとい

う可能性もある。指導内容も，不自然に軍国主義

的内容に結び付けようとしていたものはあるが，

日本の音楽鑑賞教育の当時の歴史はまだ浅い。そ

のような事情を考慮すると，国民学校令施行期に

おいて行われていたであろう不自然な軍国主義的

音楽教育も，その発展の経過であるとも捉えられ

る。しかしそのことに，音楽教育関係者たちが心

を痛めたことは事実であり，その反動が戦後,｢純

粋な芸術」への強い意志となる。

案」と明記されているように統制を図るものでは

ない。序論にも「学習指導要領は，どこまでも教

師に対してよい示唆を与えようとするものであっ

て，決してこれによって教育を画一的なものにし

ようとするものであってはならない（後略)」と

記されている。

昭和22年度学習指導要領においても「鑑賞」は

－領域とされた。音楽科が参考にしたジョージア

州のコース・オブ・スタディに「Singing,Playing

CImtive,Expression,Listening」などの領域が指定

されており，その中の「Listening」を「鑑賞」と

したという説がある。また作成者の諸井三郎が，

当時アメリカにおける教育方針の背景にあったデ

ューイの教育思想一歌唱だけでなく鑑賞，器楽，

作曲など領域を広げる－を参考にしたことも一つ

の要因であろう。もしくは単純に国民学校令を踏

襲したとも考えられるが，ともかく昭和22年度の

学習指導要領音楽編においては，「歌唱」「器楽」

｢創作」とともに「鑑賞」が－領域として確立さ

れた。

しかし国民学校令と異なる特徴的な面は，「芸

術としての音楽」という前提である。昭和22年度

学習指導要領の冒頭には「芸術としての音楽の本

質」として「音楽は，音を素材とする時間的芸術

である」と明記されている。また「音楽は本来芸

術であるから，目的であって手段となり得るもの

ではない｣，「芸術を手段とする考え方は，芸術の

本質を解しない｣，「今後の音楽教育はあくまでも

純正な音楽教育であるべき」など，国民学校令で

の「国策のための手段」への反動が明らかである

このようにみると，戦後の理念は国民学校令か

ら一変し，「芸術としての音楽」を目指し新たな

スタートを切っているかに見える。しかし｢鑑賞」

領域のために制定された楽曲を見ると戦前から受

け継がれたものがほとんどであり，「芸術」とい

う理想に適うようなものばかりではないことが分

かる。

Ⅲ学習指導要領「試案」試行期

１。昭和22年度学習指導要領と「鑑賞レコードー

覧表」

太平洋戦争終結後の連合国軍による占領下では，

民主主義に基く教育改革が進められ，昭和21年，

教科書科の司令部であったＣＩＥ(民間情報教育局）

は，社会教育局にアメリカの「コース・オブ・ス

タディ」の考え方をモデルとした学校の教育課程

の基準を定める学習指導要領をつくるように勧告

した。昭和22年に学習指導要領，教育基本法，学

校教育法が公布され，現代の学校教育制度の基盤

が形成される。

教科･書の内容も学習指導要領に準拠するが「試

｢鑑賞レコード教材一覧表」

昭和22年度版の学習指導要領音楽科編の巻末に



人間社会環境研究第13号２００７．３220 

Iよ「鑑賞レコード教材一覧表」が付され，その全

'80曲には演奏者やレコード番号，録音や演奏に

関するコメントまでも付記されている。しかし当

時のレコード産業は切迫した状況にあった。戦後，

日本コロムビアは昭和20年に，日本ビクターは昭

和21年に生産を再開したが，資材不足のために，

蓄音機もレコードも思うように作れないという時

期が続いていた。昭和2,年に臨時物資需給調整法

が施行され，企業は物資の割り当てと配給を受け

るようになったが，このときレコードの資材は国

家の再建に不急不要と認定され，必要資材の配給

順位は最下位に置かれた。このためレコード会社

は，まず蓄音機を生産することと，底をついたレ

コード資材の回収から始めなければならない状況

であった。しかし，そのような状況にも関わらず，

国家の再建には不急不要とされたレコードの資材

は教育には必要と認められ，教育レコードは生産

可能だったのである。

そのときの動向を語った諸井の言葉が木村信之

著『昭和戦後音楽教育史』において要約されてい

る29)。

会社の担当，レコード音楽の専門家らによって選

曲が協議され「鑑賞レコード教材一覧表」が掲載

されるに至った。「国家の再建には不急不要」と

されたレコードであったが，教育レコードは別格

であり，芸術課はじめ商工省，経済安定本部,大

蔵省，ＧＨＱの協力，また文部省，現場の教師，

レコード会社の担当者，レコードの専門家という

官民双方によるユニークな顔ぶれによって「鑑賞

レコード教材一覧表」は完成している。

学習指導要領には「ヨーロッパ音楽を中心とす

る」「まず児童に純一な音感覚的基礎を確立する

ためヨーロッパ音楽を主体として鑑賞させ，つい

で伝統的音楽やその他の音楽にその理解を及ぼし

て行くことが必要である」と記述されているが，

実際にはどのような選曲がなされているのであろ

うか。

終戦直後は，新たに録音する余裕が物質的にも

時間的にもない。そこで「教育用蓄音機レコード

総合協議会」では各レコードメーカーが戦災を逃

れた原盤を持ち寄り，それらから上記のメンバー

が選曲した。そのための「鑑賞レコード教材一覧

表」には戦前用いられていた『音樂の鑑賞教育』

『音樂鑑賞教育』に掲載された楽曲，もしくは『国

定教科書』に掲載された楽曲が多数含まれている。

しかしそれらの楽曲が「芸術としての音楽科」

というスローガンと不一致である感は否めない｡

｢ヨーロッパ音楽を中心とする」ことが鑑賞の「音

感覚的基礎」であるという教育理念が述べられて

いるが，これらの楽曲は「ヨーロッパ音楽」では

なくアメリカ人作曲家によるものや’アメリカで

1850年代以降に人気のあった｢ライトクラシック」

など「アメリカのポピュラー音楽」が多い｡「音

樂の鑑賞教育』「音樂鑑賞教育」掲載曲以外の楽

曲にも，その流れにあったと思われる楽曲が多い。

例えば，「ダニエルとその楽団」「ボストンポップ

ス管弦楽団」「ギャルド吹奏楽団」などアメリカ

の大衆的なコンサートで活躍していたであろう団

体や，「ビショップ」や「ゴセック」，「イェッセ

ル」などの作曲家によるものが多数ある。しかし，

学年が進むにつれ古典派，ロマン派、日本音楽の

鑑賞用レコードを現物化するため，芸術課が

中心となり，学校教育局・教科･書局・教育施設

局の関係各課係官の連絡協議会をもって方法を

協議し，関係官庁である商工省，安本（経済安

定本部)，大蔵省及び業界との折衝に当った。

幸い各方面の理解と協力が得られたうえ，ＧＨＱ

の多大の援助があり，輸入されたレコード資材

の中から，700万以上を－か年間に製作し得る

だけの資材を放出してもらうことができた。こ

れによって当初五ヵ年計画だったものが－ヵ年

に短縮された。

また大蔵省の協力によって，これらのレコー

ドには特別なレーベルをはり，免税品としての

取り扱いをするという了解が得られた。関係者

はその後も毎月一回協議会を開き，この協議会

を｢教育用蓄音機レコード総合協議会｣と称した。

この協議会では文部省，現場の教師，レコード
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順に,また声楽曲から器楽１１１１に移行するという『国

定教科書』と同様の配列も見られ，井上・黒澤の

｢西洋クラシック音楽」志向も受け継がれている

ことがわかる。このように｢鍬賞レコードー覧表」

には，戦後の物質的混乱とともに，「芸術」とし

て新たなスタートを切ろうとする音楽科自身の混

乱が表れている。

この昭和22年度学習指導要領は，国民学校令施

行期の軍国主義的な音楽教育と対比され，「芸術

としての音楽」というスローガンのもと新たに誕

生した音楽科，というように華々しく語られるこ

とがある。しかし，物資窮乏の状況では免税品に

頼る以外の選択肢は乏しく，結果としては「画一

的」な選択を免れなかったであろうし，また「芸

術としての音楽」という理念が明らかにされてい

たとはいえ，「鑑賞」教材は戦前のものと似通っ

ており理念が先行している状態であった。

経|険を通じて，深い美的情操と豊かな人間性とを

養い，円満な人格の発達をはかり，好ましい社会

人としての教養を高める」とされ，それに準じる

'二|的が掲げられた。前述の昭和22年度版と比較す

ると，昭和26年度版では音楽そのものの事柄また

指導のことよりも，音楽の社会的効用が重視され

ている。そのような意向が具体的に「鑑賞」の目

標に表れている。「よい音楽を鑑賞し，音楽鑑賞

の好ましい態度を養う」「教養ある社会人として

もつべき，音楽に関する知識を得る」など，「音

楽の任務」が道徳的，社会的な役割を果たし得る

ものであると捉えられていることがわかる.

また，「各国の音楽を学習することによって，

言語．風俗．習慣などを異にする諸民族の間に，

いっそうよい理解を得る」というように，「国際

理解」の重要性が明記されたのも昭和26年度版の

特徴である。特に中学校において,｢声楽．器楽．

鑑賞．創作．音楽史・理論などで，国際理解を推

進する上に役だつ事がらが,数多く取り扱われる」

ことが「各国の音楽文化財の真の学習」の成立に

不可欠であるとされ，そのため「教師は（中略）

国際理解を常に念頭に置き，国際理解を深めるの

に役だつ学習とすることがたいせつである」とさ

れた。このような理念の変化は，鑑賞教材にどの

ような影響を与えたのだろうか。

２．昭和26年度学習指導要領と「鑑賞用音楽レコ

ード」

昭和25年頃から，アメリカの意向によって道徳

教育の必要が提唱され，昭和26年に学習指導要領

が改訂された。音楽科においては，その準備段階

において，マーセル箸「音楽教育と人間形成」と

マーセルとグレンの共著『音楽教育心理学』，ま

た各州のコース・オブ・スタディが，ＣＩＥから日

本側の責任者に供与された。そのため昭和26年度

学習指導要領は，先述のマーセルをはじめ，当時

のアメリカの音楽教育に大きな影響を与えていた

ダイマケなど進歩主義的音楽教育者たちによる，

｢音楽教育は，美の経験による芸術教育である｣と

いう考え方を反映したものとなった。その影響に

より音楽科は，「歌唱」「器楽」「艦賞」に「リズ

ム反応」と「創造的表現」を加えた５領域編成と

なった。また，昭和26年度版の「まえがき」にお

いても学習指導要領が「一つの基準」や「手引き」

であって「教師が，本書に掲げたことを，そのま

ま用いることは望んでいない」ということが明記

されている。

道徳教育の重視により，音楽科の目的が「音楽

｢鑑賞用音楽レコード」

昭和26年度版の学習指導要領には，「鑑賞用音

楽レコード」という一覧が付されている｡学習指

導要領には「前の音楽指導要領に示された錨賞用

音楽レコード表は，終戦後の最も資材不足の悪条

件下で選定されたためと，それが，各学年に固定

的に割り当てられてあったために，とかく融通の

きかない利１１J法がとられがちであった。それで今

回はできるだけ広範囲から豊富な曲目を選定補足

し，教師が地域差その他いろいろな条件を考慮し

て，自由に選択し指導できるようにした」と記載

されている。

「鑑賞１１１音楽レコード」一覧は，昭和22年度「錦

賞レコードー覧表」とは異なり，３つに分類され
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ている。第１類は「演奏形態による分類」第２

類は「音楽史による分類｣，第３類は「民謡によ

る分類」として８カ国の民謡（アメリカ，イギリ

ス，ロシア，スペイン，ドイツ，フランス，イタ

リア，日本）があげられている。

「第１類」は，６３曲中60曲が昭和22年度学習指

導要領「鑑賞レコードー覧表」掲載曲である。つ

まり，昭和22年度「鑑賞レコードー覧表」掲載曲

を抜粋し，演奏形態別に編成し直したものが昭和

26年度「鑑賞用音楽レコード」の「第１類」であ

ると言える。また，「第３類」は目標として掲げ

られた「各国の音楽を学習することによって，言

語．風俗・習慣などを異にする諸民族の間に，い

っそうよい理解を得る」ためのものであることが

明確である。

特徴的であるのは「第２類」である。「第２類」

は音楽教育史上最も「芸術」への意識が高い内容

である。この「第２類」には，昭和22年度の楽曲

が全く含まれていない。実はこの「第２類」の楽

曲の約半数が，井上武士が執筆した『音楽教育

法｣30)に掲載された曲である。Ⅱ－３「国定教科

書」でも述べたが，ここで改めて井上武士の音楽

鑑賞教育観に注目する。

な指導例，教材例を多く挙げている。

『音樂教育法』では，第三章を「鑑賞指導」と

し，まずその第一節として「錨賞指導の教材」に

ついて述べている。そこでは，「音楽科の教科を

中心として選択する場合」の項目として「A・演

奏形態に対する理解と鍛賞｣，「Ｂ楽曲の種類に

対する理解と鑑賞｣，「c・音楽の時代様式に対す

る理解と鑑賞」という３項目を挙げている。この

｢演奏形態」が指すのは「声楽と器楽」という分

類であり，この分類は昭和26年度「鑑賞用音楽レ

コード」の「第１類」でされている分類と重なる。

また，「音楽の時代様式」が指すのは「a、古典派

時代，ｂ・ロマン派時代，ｃ・近代の音楽，。、現

代の音楽」であるが，全く同様ではないものの昭

和26年度「鑑賞用音楽レコード」の「第２類」で

行われている分類とほぼ同様である。

しかし分類の形態よりも似通っているのは曲'三｜

である。井上は「鑑賞教材の配列」において「小

学校低学年から中学校までにどんな単元が考えら

れるか,次に例によって少し研究してみましょう」

として小学校〔低学年〕〔中学年〕〔高学年〕，中

学校〔第一学年〕〔第二学年〕〔第三学年〕に分け

て楽曲を挙げている。小学校で井上が挙げている

楽曲は昭和22年度「鑑賞レコードー覧表」掲載曲，

『子どもの音楽鑑賞』「音樂の鑑賞教育』「音樂鑑

賞教育』掲載曲，黒澤との共著『小学校唱歌資料

集成』掲載曲である。

一方，中学校で挙げている楽曲には昭和22年度

｢鑑賞レコードー覧表｣掲載曲との重複はない｡〔第

一学年〕を「古典音楽を理解・鑑賞させる」，〔第

二学年〕を「ロマン派音楽を理解・鑑賞させる」

〔第三学年〕を｢近代音楽を理解．鑑賞させる」｢現

代音楽の理解と鑑賞」とし，各学年に「西洋クラ

シック音楽」の時代区分をあてはめている。ここ

で井上が挙げているのは全52曲であるが，そのう

ち27曲が昭和26年度学習指導要領「音楽鑑賞用レ

コード」の「第２類」と重複している。

井上は昭和22年度「鑑賞レコードー覧表」掲載

曲を，自著の「鑑賞指導の教材」には小学校にお

ける教材としてのみ挙げている。井上には、「鑑

３.井上武士が昭和26年度学習指導要領「鑑賞用

音楽レコード」に与えた影響

昭和25年に東京教育大学内教育学研究室が「教

育大学講座』というシリーズを編集し，「音樂教

育｣３１)が，その第24巻として出版された｡『音樂教

育』は「音樂教育論」「小學校の音樂教育」「中學

校の音樂教育」「高等學校の音樂教育」をそれぞ

れ真篠将，瀬戸尊，井上武士，近森一重が担当し

ている。また巻頭の「序」も真篠が担当している

が，真篠はこの翌年に施行される，昭和26年度学

習指導要領を文部次官として編纂する。このこと

から，この「音樂教育』は昭和26年度学習指導要

領への一つの布石だったであろうことが推測でき

る。また井上は同年，『音樂教育法』という著書

を出版している。理論的には「音樂教育』と重な

る部分が多いが，『音樂教育法」にはより具体的
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賞レコード_覧」また「子どもの音楽鑑賞』系列

の楽曲は小学校程度であり，中学校以上にはより

高度な楽曲がふさわしいという明硴な区分があっ

たのだろう。昭和26年度学習指導要領の前段階で

あると考えられる『音樂教育』において，井上が

｢中学校の音樂教育」を担当していることを考え

ると，この井上の中学校の音楽教育への示唆が，

昭和26年度学習指導要領に反映したのではないか

と推測できる。

このように『国定教科書』また学習指導要領に

関わっていたであろう井上の音楽鑑賞教育理論の

根本にあったと思われるのが『MusicAppreciation

inSchoolroom』32）（以下『学校における音楽鑑賞』

と省略）という著書である。井上は先述の『音樂

教育」の冒頭で次のように述べている。「およそ

教育最高の目的は，われわれ人間のからだ(肉体）

と心（精神）とを養い育てて，Ili1ll人の幸福を完成

することである｣｡また｢鑑賞指導の方法｣において

井上は次のように述べる。「小学校，中学校など

における音樂教育の究寛の目的は，音樂をよく理

解し，これを心から樂しむことができるようにし

てやることである。Ｔ・Ｐ・Giddings,Ｗ､Earhart,R

LBaldwin,ＥＷ,Newton共著の“MusicApprecia-

tioninSchoohoom.”という本の最初に“Musicap-

preciation，ortheunderstandingandenjoymenｔｏｆ 

ｇｏｏｄｍｕｓｉｑｉｓｔｈｅａｉｍｏｆｍｕｓｉｃｅｄｕcationinthe 

Schools”とあるが，まことに眞理である｣。

この文章は｢学校における音楽鑑賞jの｢INTRO-

DUCTION」の出だしの一文である。またその部

分は，参考文献としては挙げられていないが,『音

楽教育法」の「第一節鑑賞指導の[｣的」の冒頭

にも引用されている。「小・中学校における音楽

教育の最高目標は『良い音楽を，理解(UnderStand）

し，かつこれを楽しむ(Enjoy)ことができるよう

にすることである｡』ということもできましょう」。

ここでは「学校における音楽鑑賞』の冒頭部分

が井上の鑑賞教育についての記述の'に,１頭部分に引

用されていることを指摘したが，他にも影響を受

けていると思われる部分がある。以下では，井上

の鍛賞教育理念と『学校における音楽鑑賞」で展

閲されている鑑賞教育理念の類似点について考察

する。

４．井上の理論にみられる『MusicAppreciation

mSchooIroomjの影響

『学校における音楽鑑賞』を出版としたＧｉｎｎ＆

Companyはボストンを拠点とした教育出版社で

あり，学校教材用としてフォノグラフ（コロムビ

アの蓄音器）レコードを紹介すると共に1926年に

,111,版したのが『学校における音楽鑑賞』である。

『子どもの音楽鑑賞」をはじめとしたVictorTalk-

ingMachine社が同年代に,１１版していた教育書と

比較すると，次のような共通点がある。まず理論

的な特徴としては，1．リズム,旋律，ハーモニ

ーという３つの観点への注１１，２．早い時期にお

いての音楽聴取の重要性の主張３．発達心理学

的理論の適応の３点が挙げられる。また楽[11]の傾

向にも類似がみられる。両著とも当時のアメリカ

の音楽状況を反映しており，『学校における音楽

鑑賞』は「popularmusicappreciationtextsm

schools｣331とも評されている。

しかし『子どもの音楽鑑賞』にはない，『学校

における音楽鑑賞』に特徴的な点がある。それは

児童に「聴衆」としての態度を求めるということ

である。「ThcCourteousListener」という節では，

｢オペラの上演'+'，静かに，そして全ての注意を

音楽と舞台に向けるべき」ということや，「コン

サートホール」でもオペラの場合と「同じルール」

があり，「音楽が演奏されるとき，それが聴くた

めの音楽として演奏されるということを理解」し，

｢礼儀正しい聴衆」であるべきであると述べられ

ている。

このような考え方は，アメリカにおいて｢listen」

もしくは「appreciation」の対･象として西洋クラシ

ック音楽が研究され始めた初期の頃から主張され

ていたことである。そこで，そのような研究に携

わっていた「学校における音楽鑑賞』の執筆者の

一人である，当時の代表的な音楽教育者，アーハ

ートの教育観を概観し，「学校における音楽鑑賞』

における鑑賞教育理念がどのようなものであった
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それは最初の一年に終わり，その後はColumbia

PhonographCompanyが制作している。先にも述

べたように，井上は日本コロムビア社教育部と近

い関係にあった。そこから井上が情報を得たと考

えることも可能であろう。

また，井上に最も顕著な信念として挙げられる

のは「歌唱」の重視である。井上自身が様々な歌

唱曲を作曲していることは，彼の国語教師として

の職歴も影響しているとも考えられる。だが，こ

の歌唱の重視もまた「学校における音楽鑑賞』で

も強調されていることである。『学校における音

楽鑑賞」では「子どもたちは声の使い方を学び，

経験に見合ったレパートリーを覚えるうちに，無

意識に必要不可欠な音楽の性質を吸収し，それが

最終的に本当の音楽鑑賞という結果になるのであ

る」と書かれている。井上もまた，音楽鑑賞教育

は「声楽教材」を経て「器楽教材」に進むという

ことを重視しており，『音楽教育』「音楽教育法』

また戦前に出版した『音楽教育精義』のいずれに

おいてもその配列を強調している。

昭和26年度「鑑賞用レコード一覧」第２類は，

学習指導要領の目標また井上の音楽鑑賞教育観

および「芸術」観に支えられ，前後に例を見ない

ほどの「芸術」重視の内容が実現されている。

のかということについて考察する。

アーハートは19世紀初期に活躍した，音楽教育

者である。彼は哲学者でもあった。インディアナ

立法府から「音楽を歌うだけ以上にするため」の

コースを高等学校において行うことを命じられ，

彼のコースは後に全米の高等学校においての規範

となった。彼のコースは「CriticalStudy」と呼ば

れ，ある作曲家の曲だけを理解するのではなく，

その作曲家がどこに住んでいたのか，またどのよ

うな状況に置かれていたのか，どのような手法だ

ったのか，何を目指していたのか，どのように成

功を収めることが出来たのか，そして現在はどの

ような評価を受けているのか，ということまで含

めて理解すべきであるという考えのもとに行われ

ていた。

このように高等学校において活躍していたアー

ハートが携わった「学校における音楽鑑賞』と，

小学校において活躍していたクラークが携わった

『子どもの音楽鑑賞」は，両著とも子どもを対象

とし共通点を持ちながらも，性格は異なるものと

なっている。『子どもの音楽鑑賞』はその対象に

家庭，幼稚園も含んでいたが，『学校における音

楽鑑賞』は「Schoolroom学校」に限定している。

井上もまた，『音楽教育』において「要するに

音樂教育の最高目標は（に|]略）人間がIlifl人として，

また社会人として幸福な，満足な生活を営むこと

ができるようにすることである」と述べており『音

楽教育法」においても同様な意見が述べられてい

る。「音楽教育法』ではさらに「教養として」「民

主主義の生活態度」という言葉も見られる。

井上自身が『学校における音楽鑑賞』を知った

のがいつかはわからない。そのためこのような井

上の音楽教育観・雛賞教育観は「学校における音

楽鑑賞』を知る以前からの井上自身にあったもの

であるかも知れない。しかし『音楽教育法』「音

楽教育』共に，冒頭に『学校における音楽鑑賞』

を引用しており理論的な面において強い影響を受

けていることは確かである。また『学校における

音楽鑑賞』を出版したＧｉｎｎ＆Companyはレコー

ド制作をStarrPianoCompanyに依頼しているが，

考察

「鑑賞」がそうであったように，「音楽」や「芸

術」も日本には本来なかった言葉・概念である。

また近代的な意味での「教育」も同様であった。

｢音楽教育」の成立過程は，その概念の成立過程

であるとも言えるが，それは現在も定まることが

なく，常に変動している。その変動の一因として

考えられるのは，「音楽教育」というときの「音

楽」には，「教育」としての側面と，「芸術」とし

ての側面が含まれるということである。「音楽教

育」を実際に行う際には，それらのどの概念に比

重を置くのか，またその変動する概念をどのよう

に捉えるかが問題となる。そして，その比重の置

き方,概念の捉え方は､その時代の状況や文化的．
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社会的要請に影響されてきた。

音楽教育の領域のなかでも，「鑑賞」の場合は

言語の問題，さらに音域の問題がないため，教材

になる基準は「唱歌」よりも緩く，選択肢はl幅広

い。そのため，音楽鑑賞教育史には，「音楽」「芸

術」「教育」というそれぞれの概念が，より濃く

反映される。

日本でまず注目されたのは「芸術」として高度

な理解を伴う「鑑賞」である。しかしそのような

｢鑑賞」は子どもには難しい。児童・生徒にふさ

わしい「音楽をきくこと」が模索され始めたとき

に，米ビクターのガイドブックとレコード，そし

て方法が「教育」として取り込まれた。その際に

取り込まれた楽曲を，「音楽」として，また「芸

術」として評価した様子はない。評価や考察の基

準は「教育」的かどうか－例えば，その曲の持つ

リズムの面白さ・明確さ，ストーリー性などは評

価の対象となる－であった。音楽科に限らず，当

時の日本はアメリカの教育方法を積極的に取り入

れていた。アメリカの教育方法また理論，哲学は

無条件に日本の規範となる傾向にあったが，音楽

鑑賞教育も例外ではなかったということである。

『音樂の鑑賞教育」「音樂鑑賞教育』の著者はと

もに『子どもの音楽鑑賞」を，彼らの師であった

長田という音楽教育者から入手している。長田は

アメリカで手に入れた「子どもの音楽鑑賞』を帰

国して山本・津田に渡したという。長田が『子ど

もの音楽鑑賞』を入手した経緯は定かではないが，

大正初期の日本では最高水準のレコードといえば

ビクターの輸入版であり，当然長田もそれを教材

として使用することを考えていただろう。長田に

『子どもの音楽鑑賞』を手にとらせたのは，すで

に輸入されたビクターレコードの存在であったに

違いない。理念的にもアメリカの影響は多大であ

ったが，物質的にも同様であった。

そのような経緯，背景により米ビクターのガイ

ドブック・レコード・方法が，日本に「教育」と

しての音楽鑑賞教育の基礎を築いた。しかし「音

楽」の持つもう一つの側面，「芸術」もまた徐々

に注目されるようになる。「国定教科書」掲載曲

の軍事目的の楽曲を除くと，楽曲の持つ特徴一西

洋クラシック音楽の正統的な分類であるバロック，

古典派，ロマン派など－が考慮されている。実際

は，「国策」としての音楽教育が行われてもいた

ようであるが，『国定教科書』には「教育」とし

ての鑑賞と同時に「芸術」としての鑑賞が明確に

意識されている。

しかし「芸術」が「教育」の上位概念となった

のは戦後である。軍国主義的な音楽教育の反動に

よって，Ⅱ召和22年度学習指導要領では「芸術とし

ての音楽」が大前提とされた。ここで理念的には

完全に「芸術」へと移行したが，音楽鑑賞教材は

戦前のものを踏襲している。戦後の物資窮乏とい

う状況にもより，変化した理念である「芸術」に

すぐ即応できなかったのだろうが，昭和26年度学

習指導要領「音楽鑑賞用レコード」第２類になる

と後にも先にもないほどの「芸術」的な内容とな

っている。

この第２類だけではなく，『国定教科蕾書」にも

影響を与えた井上武士の音楽鑑賞教育観の根拠と

なっていたのは『学校における音楽鑑賞』である。

『学校における音楽鑑賞』には，近代的な存在と

しての「聴衆」の育成が意図されており，「芸術」

に対する理想的な態度が求められている。「学校

教育」という枠組みで，「芸術」を鑑賞する存在

である「聴衆」を育成しようとするのが「学校に

おける音楽鑑賞』であり，そのような方針が，「音

楽鑑賞用レコード」第２類に反映されている。

この『学校における音楽鑑賞」にもまた，米コ

ロムビアというアメリカのレコードメーカーが関

わっていたが，日本における「教育」と「芸術」

の両側面が，それぞれ当時のアメリカの二大レコ

ードメーカーに影響を受けていたことは興味深い

事実である。ビクターとコロムビアはアメリカに

おいても日本においても競争社であり，それぞれ

にとって教育界は「市場」となった。

だが，アメリカと日本の音楽鑑賞教育の成立過

程は異なる。「西洋クラシック音楽」研究が行わ

れ，高度な理解のための「鑑賞」が一般を対象と

して唱えられるようになったという始まりはアメ
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賞教育」という日本特有の領域は形作られたので

ある。

音楽科に限らず，教える側の｢音楽教育の理念」

としての教育史は，常に理想的な方向に進み続け

ているという感覚に沿った見方がある。しかし音

楽鑑賞教育の場合の「理想的な方向」には「教育

としての理想的な方向」と，「芸術としての理想

的な方向」の，二つの方向が含まれる。そのため，

その両方向が具体的には「教材」という形をとっ

て伝えられるものとしての，教えられる側も含め

た教育史は，必ずしも教える側の教育史とは一致

しない。二つの方向は，これまで述べてきたよう

な様々な条件によって，どちらかの方向がより重

視されながら，共存する。教える側の単直線的な

理念を追うことのみから音楽鑑賞教育史を考える

ことの限界は，このような点にある。

昭和33年度に学習指導要領は「告示」という法

的拘束力を持つ指標として再び改訂されるが，そ

こではさらに「芸術」への意識が研ぎ澄まされて

いくこととなる。「告示」期の音楽鑑賞教育は，

それ以前の音楽鑑賞教育とはまた別の様相を持つ

が，そのことについてはまた稿を改めたい。

リカも日本も同様である。しかしその後，アメリ

カでは高等学校における音楽鑑賞教育が確立した。

そのパイオニアが「学校における音楽鑑賞ｊの著

者の一人であるアーハートである。『子どもの音

楽鑑賞』を含む，米ビクターによる一連のガイド

ブックは一般向け及び高等学校における「鑑賞」

ではない，子どものための「鑑賞」を提案するも

のであった。このようにアメリカにおいては,｢鑑

賞」を行う主体は一般から高等学校，そして子ど

もへ，と徐々に低年齢化していく。

その最低年齢化を提唱した『子どもの音楽鑑賞』

が日本の音楽鑑賞教育の始まりである。「低年齢

化」を「容易化」と言い換えるとすれば，アメリ

カの音楽鑑賞教育の最も容易なものが，容易化す

る以前にあった背景とは切り雛され日本に持ち込

まれた。その結果，『子どもの音楽鑑賞』に依拠

する『音樂の鑑賞教育』『音樂鑑賞教育』は初め

ての音楽鑑賞教育書であり，「鑑賞」を広めた，

またその基礎を築いた存在として権威的なものと

なった。『子どもの音楽鑑賞』では，明確に高度

な理解を求める「芸術」の鑑賞ではない，子ども

のための「鑑賞」ということが意識されているが，

日本では同様ではない。日本においては一般向け

の「鑑賞」も，高等学校における「鑑賞」も，ア

メリカにおいて研究されていたほどの歴史はなか

った。そのため『音樂の鑑賞教育」『音樂鑑賞教

育』は「子ども」に対象を限定したものではない，

｢わが国における最初の鑑賞教育に関する文献｣鋤）

という権威を帯びた教育書として戦後も，今に至

っても残っているのである。

音楽科という教科においては，音楽の持つ「教

育」と「芸術」という二つの側面にどう接するか，

どのように比重を置くか，ということが常に問題

となる。そのような音楽科特有の特徴に，大きく

影響を与えたのがレコード産業であった。音楽の

持つ「教育」と「芸術」という二つの側面への意

識の変化と，そのような変化に，「市場開拓」を

試みる商業的な動機を－つの原動力とし積極的に

関わろうとしたビクター，コロムビアというレコ

ードメーカーの存在が交わり合いながら「音楽鑑
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